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【特  記  仕  様  書】 
 

（樹木の処分）  

1.）剪定・伐採・除草・清掃等により発生した樹木等は表 1.の「受入基準」に

基づき、「ふくやま環境美化センター」で「廃棄物搬入届兼許可伝票」を使

用し、処分すること。  

 （ふくやま環境美化センター内で、ごみ種ごとに処分場所が異なるため、分

別したうえで、搬入すること）  

「廃棄物搬入届兼許可伝票」が必要になった場合は、使用予定枚数を公園

緑地課へ報告し受け取ること。  

なお、受け取った「廃棄物搬入届兼許可伝票」で未使用のものがあれば、

遅滞無く公園緑地課へ返却すること。  

 

表 1. 受入施設および受入基準  

 

 

2.）表 1.①、②の基準に適合しない樹木（幹の直径が２０ｃｍを超えるもの）

は「チップ」として再利用するため、下記の条件に適合するよう処理し、

チップ化施工業者（表 2．）へ直接搬入するものとする。  

  「条件」  

    ア）幹の直径２０ｃｍを超えるものは、長さ３ｍ未満に切断し搬入す

る。  

イ）小枝・葉又は腐っている樹木はチップ化製品に適合しないため取  

り除いて搬入する。  

    ウ）小枝・葉又は腐っている樹木は「ふくやま環境美化センター」へ

搬入する。  

 

表 2. チップ化施行業者  

①企 業 名      大光産業  

 場 所      福山市南松永町四丁目

２－５５  

 電話番号  ９３４－４８６８  

 受入時間  ８：３０～１７：００  

 

②企 業 名      笠岡物産・大洋物産  

場 所      福山市南松永町三丁目

１－５２  

 電話番号  ９３３－５６６９  

 受入時間  ８：３０～１７：００  

 

 

 

 受入施設 ごみ種  受入施設 受入基準２  

①  ふくやま環境美化センター  
A 幹の直径１０ｃｍ以下の樹木  長 さ ５ ０ ｃ ｍ 以 下 の 樹 木 ・ 草 等 

B 幹の直径２０ｃｍ以下の樹木  長さ２ｍ以下の樹木等  

②  チップ化施行業者  
 

2.)「条件」ア )、イ )、ウ ) 幹 の 直 径 ２ ０ ｃ ｍ を 超 え る も の 
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（施工管理）  

1.）高木（せん定・伐採）  

  施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。  

  せん定樹木の幹周（胸高約１．２０ｍ）を測定し写真管理すること。  

2.）中低木（せん定・伐採）  

  施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。  

  せん定後の樹高・幅・長さを測定し写真管理すること。  

3.）下枝せん定  

  下枝せん定とは、地面より高さ３．００ｍまでの支障となる枝並びに道路  

  または隣接する家屋等に侵入している枝等を付根から刈り取ることを言う。 

  施工前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。  

4.）清掃  

  施行前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。  

5.）除草  

  施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。 

6.）薬剤散布  

  施工状況及び薬剤使用量を写真管理すること。 

7.）処分  

  積込前と積込後の状況を写真管理する。その際には、黒板に「廃棄物搬入  

  届兼許可伝票ナンバー」を明記し写真内へ表示すること。  

8.）伐採  

  施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。  

9.）植栽  

  施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。  

（留意事項）  

  剪定を実施した樹木（サクラ）の枝等の切断面に、切口養生剤を塗布する

こと。  

 

（交通誘導員） 

本業務において交通誘導員の積上げ人数については、正当な理由がある場合

を除き、施工実績等による積上げ人数の増員に対する変更は行わない。 

 

（その他）  

1.）本特記仕様書、及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義

が生じた場合は監督員の指示を受けること。 

2.）現場標示板等について 

  「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」の周知と機運醸成を図るため、現

場標示板等へ大会ロゴの標示について、ご協力をお願いします。 

項目 事項 該当 内容   

安全 

対策 

交通誘導員 〇 
重機の移動や出入り等の際に公園利用者の安全確保を 

行うもの 

特別な交通安

全対策が必要 
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  ・使用するロゴは「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に

沿ったものとし、別紙のいずれかのデザインとする。 

・「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に定められた「大

会ロゴ利用許諾申請書」の提出は不要とする。 

・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められ

ているので留意すること。 

・大会ロゴの標示については任意事項とし、標示に必要な経費は工事費に

計上しない。 

・ロゴ標示期限は 2026 年（令和 8 年）3 月 31 日とする。 

（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せく

ださい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











伐採・抜根
① 抜根 40 1
② 抜根 51 1
③ 抜根 65 1
④ 抜根 94 1
⑤ 抜根 59 1
⑥ 伐採・抜根　雑木(C1) 68 1 1 1
⑦ 伐採・抜根　サクラ（C2) 60 1 1 1
⑧ 伐採・抜根　雑木(C3) 89 1 1 1
⑨ 伐採・抜根　雑木(ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ90） 51 1 1 1
⑩ 伐採・抜根　雑木(C4) 42 1 1 1
⑪ 伐採・抜根　雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ41） 100 1 1 1
⑫ 伐採・抜根　雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ95） 65 1 1 1
⑬ 伐採・抜根　雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ91） 55 1 1 1
⑭ 抜根（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ52） 70 1
⑮ 伐採・抜根　雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ54） 70 1 1 1
⑯ 伐採・抜根　雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ85付近） 29 2 2 2
⑰ 伐採・抜根　ｻｸﾗ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ18） 77 1 1 1
剪定
(1) イチョウ 75 1
(2) イチョウ 106 1
(3) イチョウ 172 1
(4) イチョウ 115 1
(5) イチョウ 125 1
(6) イチョウ 100 1
(7) イチョウ 156 1
(8) イチョウ 155 1
(9) イチョウ 176 1
(10) クスノキ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ84) 100 1
(11) クスノキ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ94) 104 1
(12) 雑木 172 1
(13) 広葉樹（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ81） 101 1
(14) 雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ79） 179 1
(15) 雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ78） 119 1
(16) 雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ77） 149 1
(17) ｸｽﾉｷ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ1) 118 1
(18) ｸｽﾉｷ 116 1
(19) ｸｽﾉｷ 103 1
(20) ｸｽﾉｷ 119 1
(21) ｸｽﾉｷ 99 1
(22) ｸｽﾉｷ 80 1
(23) ｸｽﾉｷ 110 1
(24) ｸｽﾉｷ 45 1
(25) ｸｽﾉｷ 116 1
(26) ｸｽﾉｷ 71 1
支障枝剪定

高木 21

計 1 3 14 2 6 0 0 0 0 21 0 2 3 6 1 0 0 2 3 7 0 2 6 8 2 0 0
合計 21

C=25
以上40
未満

C=40
以上60
未満

C=60
以上
120
未満

樹木管理

26 12

C=210
以上
240
未満

C=240
以上
270
未満

C=270
以上
300
未満

伐採

C=20cm
未満

18

数　　量　　集　　計　　表

記号 名　　称
幹周(cm)

又は樹
高H

高木夏期剪定（本）

支障枝C=30
以上60
未満

C=60
以上90
未満

C=90
以上
120
未満

C=120
以上
150
未満

C=150
以上
180
未満

C=180
以上
210
未満

C=20
以上30
未満

C=150
以上
180
未満

C=30
以上60
未満

C=60
以上90
未満

C=90
以上
120
未満

C=120
以上
150
未満

抜根

C=20cm
未満

C=20
以上30
未満

C=30
以上60
未満

C=60
以上90
未満

C=90
以上
120
未満

C=120
以上
150
未満

C=150
以上
180
未満
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種  別

図面番号

工  種

公 園

業務箇所

福  　  山　    市

福山市東深津町三丁目地内

位置図

福山メモリアルパーク
名

縮　尺

号

1

1:1000

番

福山メモリアルパーク伐採等業務委託

1 3

緑 地 名

業務委託箇所



図面番号
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公 園 名

番

号
平面図

福　山　市

福山市東深津町三丁目地内

福山メモリアルパーク

1300   

4700

福山メモリアルパーク伐採等業務委託

図　示2 / 3

(21)～(26)剪定　N=6本

ｸｽﾉｷ　C=99,80,110,45,116,71

⑧伐採・抜根　N=1本
雑木(C3)　C=89

⑦伐採・抜根　N=1本
ｻｸﾗ(C2) C=60

(10)剪定　高木　N=1本
ｸｽﾉｷ(ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ84)  C=100

(18)剪定　N=1本
ｸｽﾉｷ　C=116

(19)剪定　N=1本
ｸｽﾉｷ　C=103

⑩伐採・抜根　N=1本
雑木(C4)　C=42 (20)剪定　N=1本

ｸｽﾉｷ　C=119

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

抜根・伐採・剪定

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7)
(8)

(10)

(9)

⑩

※幹周の数値の単位はcm

小　計

抜根　N=18本

・・・剪定

・・・伐採・抜根／抜根

凡　例

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

(11)

(12) (13)

(14)

(15)

(16)

(13)剪定　N=1本
広葉樹（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ81）　C=101

(15)剪定　N=1本
雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ78） C=119

(16)剪定　N=1本
雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ77） C=149

伐採　N=12本

剪定　N=26本

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
(22)

(23)

(24) (26)

(25)

※根の処分量は5t(10m3)を想定している

①抜根　C=40

②抜根　C=51③抜根　C=65

④抜根　C=94

⑪伐採・抜根　N=1本
ｸｽﾉｷ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ41）　C=100

⑫伐採・抜根　N=1本
ｸｽﾉｷ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ95） C=65

⑬伐採・抜根　N=1本
雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ91）　C=55

⑭抜根　N=1本
雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ52） C=70

⑮伐採・抜根　N=1本
雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ54） C=70

⑯伐採・抜根　N=2本
雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ85付近）　C=29

⑰伐採・抜根　N=1本
ｻｸﾗ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ18） C=77

(12)剪定　N=1本
雑木　C=172

(14)剪定　N=1本
雑木（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ79） C=179

(11)剪定　N=1本
ｸｽﾉｷ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ94）　C=104

(17)剪定　N=1本
ｸｽﾉｷ（ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ1） C=118

平　面　図

(5)～(9)剪定　N=5本
ｲﾁｮｳ　C=125,100,156,155,176

(1)～(4)剪定　N=4本 
ｲﾁｮｳ　C=75,106,172,115

⑤抜根　C=59

⑥伐採・抜根　N=1本
雑木(C1) C=68

⑨伐採・抜根　N=1本
雑木(ﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟ 90) C=51
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福　山　市

福山市東深津町三丁目地内

福山メモリアルパーク

福山メモリアルパーク伐採等業務委託
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩

⑩

⑨

⑪
⑫

1300   

4700

56

57
58

59

6061

62
63

64

65 66
67

68

73

80

82

83 85

101

102

55

支障枝剪定

※番号は現地の該当する木に括り付けられたﾋﾟﾝｸﾃｰﾌﾟに記載されたもの

支障枝剪定　N=21本

小　計

・・・支障枝剪定

凡　例

平　面　図


